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多様な関係機関（県、市町等）が連携



長崎県管理河川減災協議会の経緯

4

協議会の経緯
■平成29年5月23日 第1回長崎県管理河川流域減災対策協議会 幹事会

■平成29年6月5日 第1回長崎県管理河川流域減災対策協議会 （協議会設立）

■平成29年6月19日 水防法改正

■平成30年3月5日 第2回長崎県管理河川流域減災対策協議会 幹事会

■平成30年3月23日 第2回長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会

（水防法改正対応の名称変更） （取組（案）策定）

（第3回～第8回幹事会）

・・・

■令和7年1月16日 令和6年度長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会 幹事会

■令和7年2月13日 令和6年度長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会

（第1期成果確認） （第2期取組方針策定） （協議会の名称変更）

■令和7年6月3日 令和7年度長崎県管理河川減災協議会 幹事会

■令和8年6月2日 令和8年度長崎県管理河川減災協議会 幹事会



5

令和６年度長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会 幹事会
令和７年１月１６日（木） １４：００～１５：３０ 長崎県庁大会議室A
議事要旨
・協議会設立時は、平成２９年度から令和３年度までの５か年で目標と取組を計画していた
が、令和６年度までの８か年を対象として整理し、第１期とする。

・令和７年度から令和１１年度までの５か年を第２期取組とし、「災害に強く、命を守る地域防
災力の向上を目指す」を取組方針とする。

・毎年度少なくとも１回は幹事会の開催する。

長崎県管理河川減災協議会の経緯
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令和６年度長崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会
令和７年２月１３日（木） １４：００～１５：３０ 交通産業ビル４階 A会議室

議事要旨
・協議会名が冗長であること、大規模氾濫に限った取り組みだけを行っているわけではない
ため「長崎県管理河川減災協議会」に名称変更を行う。

・減災協議会の概要及び第1期取組成果のとりまとめ、第2期取組方針について説明して了
承された。

・協議会については、５か年の最終年度で取組の成果確認や次期取組方針の策定を行う場
合に開催することとする。

長崎県管理河川減災協議会の経緯
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令和７年度長崎県管理河川減災協議会 幹事会
令和７年６月３日（火） １５：００～１７：１５ 長崎県庁大会議室A
議事要旨
・これまでの取組のふりかえりとして、第一期成果の確認及び第二期取組方針の確認を
行った。

・グループ討議を導入し、第二期取組方針に対する数値目標の設定、防災対応における
課題などを討議した。
（主な意見）

・ハザードマップ作成仕様書の作成
・HMの周知（自治会止まりで世帯まで配布できてないところが多い）
・小学生をターゲットにした防災教育（子から親へ）

長崎県管理河川減災協議会の経緯
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今後の開催方針
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毎年度少なくとも１回は開催

市長・町長レベルの会議であるため
・取組方針の策定や変更を行う場合
・５カ年期末で取組の成果確認などの節目
・大規模な水災害が発生した後で大局的な議論を行う必要がある場合などに開催
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